




 

 

１ アドミッション・ポリシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各学科のアドミッション・ポリシー 

普普通通科科  

これまでの学びの成果をさらに発展拡充させて、よりよい未来の創り手

を目指したい生徒を募集します。 

探探究究科科  

最適解を探したり、新たな価値を見出したりすることで、よりよい社会

を創造したい生徒を募集します。 

総総合合ビビジジネネスス科科  

商業の資格取得を目標に頑張る生徒、おもてなしを学びたい生徒を募集

します。 

農農とと食食のの科科学学科科  

地域の農業や食品産業のリーダーとして、積極的に取り組む生徒を募集

します。 

緑緑とと水水のの科科学学科科  

林業・農業土木や作物の分野を探究し、知識や技術を進路に活かしたい

生徒を募集します。 

社社会会福福祉祉科科  

福祉・介護・保育に関心を持ち、学びを活かした職業を目指したい生徒

を募集します。 

 

２ 募集定員 

阿蘇校舎 阿蘇清峰校舎 

普  通  科 ４０名 農と食の科学科 ４０名 

探  究  科 ４０名 緑と水の科学科 ４０名 

総合ビジネス科 ４０名 社 会 福 祉 科 ４０名 

 

３ 学科の志望方法 

(1) 前期（特色）選抜においては、第２志望を申し出ることはできません。 

(2) 後期（一般）選抜においては、第２志望として他の学科を申し出ることができます。 

 

 

 

 

 

阿阿蘇蘇中中央央高高校校でではは次次ののよよううなな生生徒徒をを求求めめまますす。。  

・探究的な活動に興味・関心を持ち、積極的に取り組む生徒を募集します。 

・各学科の活動に強い意欲と関心を持ち、進路実現に前向きな意欲ある生

徒を募集します。 

阿蘇中央高校のアドミッション・ポリシー 
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Ⅰ 前期（特色）選抜 

 

１ 実施学科及び募集人員 

全学科・２０人以内（募集定員の５０パーセント以内） 

 

２ 重視する観点 

普普通通科科  

次の①～③を重視する。 

① 中学校において学習活動、部活動、地域活動等に高い意欲を持って取り組んだ者。 

② 異なる文化・価値観に興味・関心を持ち、国際社会で活躍したいなど、自分の可

能性を広げようとする意志を持っている者。 

③ 学問に意欲的に取り組み、大学および大学校での専門的な学びを志す者。 

 

探探究究科科  

次の①～③を重視する。 

① 中学校において学習活動、部活動、地域活動等に高い意欲を持って取り組み、顕 

著な成績を収めた者。 

② 地域貢献活動に積極的に参加する中で、自ら課題を発見し、その解決に向け主体 

的に行動する態度を有する者。 

③ 入学後に部活動や生徒会活動等に積極的に取り組み、自己の強みを更に伸ばそう

とする意欲にあふれる者。 

 

総総合合ビビジジネネスス科科  

次の①、②を重視する。 

① 商業に関しての強い関心を持ち、商業の技術・技能を身につけたいという明確な 

目的意識を持つ者。 

② 特別活動等において、次のいずれかに該当する者。 

ア 商業の資格取得に前向きに取り組むことができる者。 

イ 生徒会活動等で力を発揮したい者。 

ウ 定期的にボランティア活動に携わりたい者。 

 

農農とと食食のの科科学学科科  

次の①～③を重視する。 

① 農業生産や食品の加工・製造に関する学習に興味・関心を持ち、専門的な知識と

技術を積極的に学ぶ意欲にあふれる者。  

② 農業生産や食品の加工・製造に関連する分野への進学や就職を希望する者。 

③ 資格取得や学校農業クラブ活動、生徒会活動、部活動等で中心となって取り組む

意欲にあふれる者。 

 

緑緑とと水水のの科科学学科科  

次の①～③を重視する。 

① 林業・農業土木や作物の栽培、環境分野に関する学習に興味・関心を持ち、専門

的な知識と技術を積極的に学ぶ意欲にあふれる者。 

② 林業・農業土木や作物の栽培に関連する分野への進学や就職を希望する者。 
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③ 資格取得や学校農業クラブ活動、生徒会活動、部活動等で中心となって取り組む

意欲にあふれる者。 

 

社社会会福福祉祉科科  

次の①～③を重視する。 

① 中学校における学習内容を習得しており、福祉・家庭の分野に興味・関心を持ち、

専門的な知識と技術を積極的に学ぶ意欲にあふれる者。 

② 福祉・家庭に関連する分野の専門職を志す者。または、進学を希望する者。 

③ 学科の活動や地域活動に積極的に取り組み、自らの気持ちや考えを他者へ伝える

ことに努力できる者。 

 

３ 出願資格 

入学を志願できる者は、次の(1)、(2)をともに満たしていることを在学又は出身中学

校等の校長が確認した者で、かつ、(3)～(5)のいずれかに該当する者とする。 

(1) 前期（特色）選抜において、本校校長が定めた重視する観点を理解し、希望する者 

(2) 合格した場合は、必ず入学する者 

(3) 中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８

年（２０２６年）３月に卒業見込みの者 

(4) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込

みの者 

(5) 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同

等以上の学力があると認められた者 

（以下、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を「中

学校」という。） 

 

４ 通学区域等 

普通科及び探究科の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則による県

北学区（荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、玉名郡、阿蘇郡、菊池郡大津町）と

する。その他の学科の通学区域は県下全域とする。 

普通科及び探究科については、通学区域外（以下、「学区外」という。）の出願者に入

学を許可し得る数を、募集人員の１３パーセント以内とする。 

また、学区外の出願者のうち、県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員

の５パーセント以内とする。ただし、大分県竹田市に保護者の生活の本拠がある出願者

に入学を許可し得る数を、普通科及び探究科については募集人員の１３パーセント以内、

その他の学科については募集人員の２０パーセント以内の範囲とする。 

 

５ 登録期間・納付期間・出願期間 

登録期間及び納付期間は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年

（２０２６年）１月２３日（金）正午までとする。 

出願期間は、令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）正午まで

とする。 

志願者がインターネット出願システムにおける出願サイト（以下、「出願サイト」とい

う。）への所定事項の入力および入学者選抜手数料の支払いを行い、在学する中学校長又

は出身中学校長（以下、「出身中学校長」という。）が、インターネット出願システムにお

ける中学校等用の出願管理サイト（以下、「中学校等専用サイト」という。）を通じ、承認

を行った時点で「出願」とみなす。 
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また、出願に係る書類（「自己申告書」や「県外公立高等学校入学志願についての証明

書」）の提出については、上記出願期間の毎日午前９時から午後４時までとし、最終日は、

正午までとする。なお、郵送による場合は、１月２２日（木）までの消印のあるものに

限り受け付ける。 

 

６ 出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。） 

※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び阿蘇中央高等学校のホー

ムページに掲載する。 

(1) 志願者情報等登録 

志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）

１月２３日（金）正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所

定事項の入力等を行う。 

(2) 出願手続 

ア 出願者による手続 

出願者は、次の(ｱ)～(ｵ)を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、

(ｱ)～(ｳ)については、上記(1)において入力等を行ったデータにより自動的に作成さ

れ、直接提出されるため紙媒体の提出は不要。 

また、(ｶ)については、出願サイトを通じて納付する。 

(ｱ) 入入学学願願（本校の様式１－(1)） 

ａ 普通科または探究科に出願する者は、入学願の「保護者」の「氏名」及び

「生活の本拠」欄を記入すること。その他の学科に出願する者については、「保

護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄の記入を要しない。 

ｂ 入学願の「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、次のとお

りとする。 

(a) 「生活の本拠」欄は番地等の記入を要しない。 

(b) 事情がある場合は記入を要しない。なお、出身中学校長は出願期間内に

本校校長に説明をするものとする。 

ｃ 入学願記載事項の証明に当たっては、出身中学校長は、厳正な調査に基づい

て責任ある証明をしなければならない。なお、５の承認をもって証明に代える

ため、出身中学校長の職印は要しない。 

ｄ 志願する学科の学区外の中学校出身者で、学区内として出願する者は、保護

者の生活の本拠が学区内にあるということを証明できる書類を出願期間内に

文書で提出しなければならない。 

ｅ 学区内、学区外の記載について疑義がある場合は、本校校長は、出願した者

に対し、その保護者の生活の本拠が学区内にあるということを証明する書類を

提出させることができる。 

(ｲ) 受受検検票票（様式３） 

(ｳ) 写写真真票票（様式４） 

上記(1)において、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写

真票用データとして登録（アップロード）する。なお、登録するデータは、令和

７年（２０２５年）９月以降に撮影したもので、脱帽、正面、上半身のものとす

る。 

(ｴ) 自自己己申申告告書書（様式５）※希望者のみ 

ａ 出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書

を提出することができる。ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は

提出することができる。 
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ｂ 自己申告書は、出願者本人が記入する。 

ｃ 自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切

手は不要。）を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出す

る封筒には、中学校名、氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者

が準備すること。 

(ｵ) 県県外外公公立立高高等等学学校校入入学学志志願願ににつついいててのの証証明明書書（様式２１） 

※県外中学校からの出願者のみ 

県外中学校出身で出願する者は、県外公立高等学校入学志願についての証明

書を提出しなければならない。 

(ｶ) 入入学学者者選選抜抜手手数数料料 

入学者選抜手数料（２，２００円）は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）

から令和８年（２０２６年）１月２３日（金）正午までに出願サイトを通じて納

付する。 

なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手

数料及び事務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。 

イ 中学校長による手続 

出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)のほか、次の書類を令

和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）正午までに、本校校長

に紙媒体で提出する。 

(ｱ) 調調査査書書（様式６） 

(ｲ) 成成績績一一覧覧表表（様式７） 

ウ 高等学校長による手続 

本校校長は、提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)を受理した場合は、出願サイトを通じ

て受検票を交付する。 

(3) 出願の制限等 

出願は、１学科限りとする。第２志望を申し出ることはできない。 

また、いったん出願した場合は、変更はできない。 

(4) 出願取消し 

やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和８年（２０２６年）１月

２６日（月）から１月３０日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長

連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。 

(5) インターネット出願ができない場合 

インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願

ができない志願者は本校へ問い合わせること。 

 

７ 選抜 

(1) 実施日 

令和８年（２０２６年）２月２日（月） 

(2) 検査場 

阿蘇中央高等学校 阿蘇校舎（集合場所は本校阿蘇校舎第１体育館） 

(3) 検査内容・検査時間 

集合時刻    午前８時５０分 

点呼・諸注意  午前９時００分 

検 査 内 容 開始時刻 備 考 

個人面接 １人につき５分程度 ９時３０分 検査終了者から退出 
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(4) 選抜の方法等 

個人面接（６割）、調査書（４割） 

本校が重視する観点に沿って、受検者の多様な能力・適性や意欲・関心、努力の成

果等について優れた面を積極的に評価する。 

また、出身中学校長から送付された調査書、成績一覧表等の書類及び本校が実施し   

た面接検査の結果を資料として総合的な判断のもとに行う。 

(5) 受検者の携帯品 

ア 受検票（令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から２月２日（月）までの間に

出願サイトを通じて印刷する。） 

イ 上履き、昼食（面接が午後になる場合もある。） 

筆記用具は不要である。下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持

つ時計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、

検査上公正を欠くものの検査を実施する教室への持ち込みは許さない。 

なお、検査を実施する教室には時計は設置しない。 

また、待ち時間が長くなる場合もあるので、本や参考書を持参してもよい。 

(6) その他 

入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格

発表後であっても、その合格を取り消すことがある。 

 

８ 選抜結果の通知等 

選抜結果は、令和８年（２０２６年）２月９日（月）に、出願者の出身中学校長に通知

するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知する。 

ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長又はその代理者に手交すること

ができる。 

 

９ 合格者の発表 

令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受

検番号で発表する。本校における掲示の発表は行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。

詳細については、別途通知するとともに県教育委員会のホームページに掲載する。なお、

合否について電話での問い合わせには一切応じない。 

 

10 合格者説明会 

令和８年（２０２６年）３月１３日（金）午後１時から本校阿蘇校舎にて入学につい

ての重要な事項を連絡、説明するので、合格者は受検票と筆記用具、上履きを持参の上、

必ず保護者同伴で出席すること。当日無断で欠席した者については、合格を取り消すこ

とがあるので留意すること。 

当日は、制服・体育服の採寸を行う。また、農と食の科学科、緑と水の科学科、社会

福祉科の合格者は実習服の採寸も行う。 

 

11 不合格者の取扱い 

(1) 選抜の結果、不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができ

る。なお、本校に再び出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書、成績一覧表

を省略するものとする。 

(2) 不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人

宛て、親展にて返却する。 
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Ⅱ 後期（一般）選抜 

 

１ 実施学科及び募集人員 

全学科において実施し、それぞれの募集定員（４０人）から前期（特色）選抜の合格

内定者数を減じた数とする。 

 

２ 出願資格 

入学を志願できる者は、本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入

学者選抜に合格した者以外の者であるとともに、次の(1)～(3)のいずれかに該当する者

とする。 

(1) 中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８

年（２０２６年）３月に卒業見込みの者 

(2) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込

みの者 

(3) 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同

等以上の学力があると認められた者 

 

３ 通学区域等 

普通科及び探究科の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則による県

北学区（荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、玉名郡、阿蘇郡、菊池郡大津町）と

する。その他の学科の通学区域は県下全域とする。 

普通科及び探究科については、通学区域外（以下、「学区外」という。）の出願者に入

学を許可し得る数を、募集人員の１３パーセント以内とする。 

また、学区外の出願者のうち、県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員

の５パーセント以内とする。ただし、大分県竹田市に保護者の生活の本拠がある出願者

に入学を許可し得る数を、普通科及び探究科については募集人員の１３パーセント以内、

その他の学科については募集人員の２０パーセント以内の範囲とする。 

 

４ 登録期間・納付期間・出願期間 

登録期間及び納付期間は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年

（２０２６年）２月１７日（火）正午までとする。 

出願期間は、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から２月１７日（火）正午まで

とする。 

志願者が出願サイトへの所定事項の入力および入学者選抜手数料の支払いを行い、出

身中学校長が、中学校等専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。 

また、出願に係る書類（「自己申告書」や「県外公立高等学校入学志願についての証明

書」等）の提出については、上記出願期間の毎日午前９時から午後４時までとし、最終日

は、正午までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、郵送による場合は、２月

１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

 

５ 出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。） 

※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び阿蘇中央高等学校のホー

ムページに掲載する。 

(1) 志願者情報等登録 

志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）
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２月１７日（火）正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所

定事項の入力等を行う。 

(2) 出願手続 

ア 出願者による手続 

出願者は、次の(ｱ)～(ｶ)を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、

(ｱ)～(ｳ)については、上記(1)において入力等を行ったデータにより自動的に作成

され、直接提出されるため紙媒体の提出は不要。 

また、(ｷ)については、出願サイトを通じて納付する。 

(ｱ) 入入学学願願（本校の様式２） 

（※ 本要項４ページのⅠ前期（特色）選抜６の(2)のアの(ｱ)を参照のこと。） 

(ｲ) 受受検検票票（様式３） 

(ｳ) 写写真真票票（様式４） 

（※ 本要項４ページのⅠ前期（特色）選抜６の(2)のアの(ｳ)を参照のこと。） 

(ｴ) 自自己己申申告告書書（様式５）※希望者のみ 

（※ 本要項４ページのⅠ前期（特色）選抜６の(2)のアの(ｴ)を参照のこと。） 

(ｵ) 海海外外帰帰国国生生徒徒等等のの特特別別措措置置適適用用申申請請書書（様式２２） 

海外帰国生徒等の特別措置（本要項１３ページのⅥを参照のこと。）の適用を

受けようとする者は、特別措置適用申請書を添付しなければならない。 

(ｶ) 県県外外公公立立高高等等学学校校入入学学志志願願ににつついいててのの証証明明書書（様式２１） 

（※本要項５ページのⅠ前期（特色）選抜６の(2)のアの(ｵ)を参照のこと。） 

(ｷ) 入入学学者者選選抜抜手手数数料料 

入学者選抜手数料（２，２００円）は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）

から令和８年（２０２６年）２月１７日（火）正午までに出願サイトを通じて納

付する。 

なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手

数料及び事務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。 

イ 中学校長による手続 

出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｶ)のほか、次の書類を令

和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）正午までに、本校校長

に紙媒体で提出する。 

(ｱ) 調調査査書書（様式６） 

(ｲ) 成成績績一一覧覧表表（様式７） 

なお、前期（特色）選抜の際に調査書、成績一覧表を提出している場合は、提出を

省略するものとする。 

(3) 出願の制限 

ア 出願は、１校限りとする。いったん入学願を提出した後には、(4)の「出願変更」

及び(5)の「出願取消し」の場合を除き、どのような変更（出願期間内に、本校への

出願を取り下げて、別の高等学校に出願することも含む。)も認めない。 

イ 本校への出願において、第２志望がある者は該当欄に学科名を記入すること。 

なお、第２志望がない者は、第２志望欄及び第２志望の学区内外の欄への記入を

要しない。 

また、第２志望欄への記入がない場合は志望なしとみなす。 

(4) 出願変更 

ア 出願した高等学校、課程、学科・コースを変更したい者は、１回に限り変更する

ことができる。 

イ 出願変更期間は、令和８年（２０２６年）２月１８日（水）から２月２０日（金）
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正午までとし、この期間にウの出願変更の手続をすべて完了するものとする。受付

時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送に

よる出願変更は受け付けない。 

ウ 出願変更の手続は、次のとおりとする。 

(ｱ) 異なる高等学校に出願変更する場合 

※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引

き」等を参照のこと。 

ａ 出願変更したい者は、出身中学校長を経て、出願した高等学校長に、「出願変

更願（甲）」（様式１３）及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を提出し、所定の

欄に証明を受けた「出願変更願（乙）」を受け取る。 

ｂ 受け取った「出願変更願（乙）」に、新たに作成した入学願、受検票、写真票

を添付し、出身中学校長を経て、出願変更先の高等学校長に提出し、受検票の

交付を受ける。 

(ｲ) 本校の異なる学科に出願変更する場合 

※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引

き」等を参照のこと。 

ａ 第１志望学科の変更の場合 

ｂ 第２志望学科の追加・削除・変更の場合 

上記ａ、ｂのいずれかの変更をしたい者は、出身中学校長を経て、本校校長に

「出願変更願（甲）」と新たに作成した入学願、受検票、写真票を提出し、受検

票の交付を受ける。 

エ 入学者選抜手数料 

次の場合は、納付する必要がある。 

(ｱ) 熊本市立高等学校から本校への出願変更の場合は、全額を納付する。 

(ｲ) 県立高等学校定時制課程から本校への出願変更の場合は、差額を納付する。 

令和８年（２０２６年）２月１７日（火）午後１時から２月２０日（金）正午まで

に出願サイトを通じて納付すること。なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担と

し、一旦納付した入学者選抜手数料及び事務手数料は理由のいかんを問わず返付しな

い。 

オ 自己申告書の取扱い 

出願変更した者が、自己申告書を提出していた場合、出願変更前の高等学校長は、

その自己申告書を本人宛て、親展にて返却するものとする。また、出願変更した者

は、自己申告書を新たに作成し、出願変更後の高等学校へ提出することができる。 

(5) 出願取消し（「出願取消し」とは、出願を取り消した後、どの高等学校へも出願を

しない場合をいう。) 

出願取消しの場合は、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から３月３日(火)

午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出な

ければならない。ただし、日曜日及び本校の代休日（２月２６日（木）と３月２日（月））

は除く。 

(6) インターネット出願ができない場合 

インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願

ができない志願者は本校へ問い合わせること。 
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６ 学力検査 

(1) 日時 

令和８年（２０２６年）３月４日（水）及び５日（木）の両日、午前１０時から 

(2) 検査場 

阿蘇中央高等学校阿蘇校舎（集合場所は阿蘇校舎教室棟２階） 

(3) 学力検査時間割 

第１日 ３月４日（水） 集合時刻 午前９時２０分 

 教 科 開始時刻 終了時刻 検査時間（分） 

第１時限 国 語 １０：００ １０：５０ ５０ 

休   憩 

第２時限 理 科 １１：１０ １２：００ ５０ 

休   憩 

第３時限 
英 語 

(ﾘｽﾆﾝｸﾞﾃｽﾄを含む) 
１３：１０ １４：００ ５０ 

 

第２日 ３月５日（木） 集合時刻 午前９時２０分 

 教 科 開始時刻 終了時刻 検査時間（分） 

第１時限 社 会 １０：００ １０：５０ ５０ 

休   憩 

第２時限 数 学 １１：１０ １２：００ ５０ 

(4) 得点の特別処理 

全学科において、得点の特別処理は実施しない。 

(5) 受検者の携帯品 

ア 受検票（令和８年（２０２６年）２月２３日（月）から３月４日（水）までの間に

出願サイトを通じて印刷する。） 

イ 筆記用具、消しゴム、定規、コンパス 

ウ 上履き、昼食（第１日のみ） 

ただし、三角定規、分度器付き定規、分度器付きコンパス、分度器、下敷き、電卓、

計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェ

アラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を欠くものの検査を実施する

教室への持ち込みは許さない。なお、検査を実施する教室には時計は設置しない。 

 

７ 第１選考後の選抜基準 

学力検査の結果を主たる選抜の資料とし、調査書を参考にして、総合的な判断により

合格者を決定する。 

 

８ 合格者の発表 

令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に、受検番号で発表する。本校における掲示

の発表は行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別途通知するととも

に県教育委員会のホームページに掲載する。なお、合否について電話での問い合わせには

一切応じない。 

 

９ 合格者説明会 

令和８年（２０２６年）３月１３日（金）午後１時から本校阿蘇校舎にて入学につい

ての重要な事項を連絡、説明するので、合格者は受検票と筆記用具、上履きを持参の上、
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必ず保護者同伴で出席すること。当日無断で欠席した者については、合格を取り消すこ

とがあるので留意すること。 

当日は、制服・体育服の採寸を行う。また、農と食の科学科、緑と水の科学科、社会

福祉科の合格者は実習服の採寸も行う。 

 

10 不合格者の取扱い 

不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛

て、親展にて返却する。 

 

11 後期（一般）選抜の追検査 

(1) 資格 

本校の後期（一般）選抜に出願し、病気その他やむを得ない事情により、後期（一

般）選抜の学力検査を受検することができなかった者で、その理由が出身中学校長

によって証明された者。 

(2) 受検できる学科 

受検できる学科は、後期（一般）選抜に出願した本校の同一の学科とする。 

(3) 募集人員 

若干名 

(4) 申請期間及び手続き 

希望者は、令和８年（２０２６年）３月４日（水）から３月９日（月）までの間、

出身中学校長を経由して、本校校長に、追検査受検願（様式１５)を紙媒体で提出す

ること。受付時間は、毎日午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日

曜日は除く。 

(5) 学力検査 

ア 日時   令和８年（２０２６年）３月１３日（金）午前９時３０分から 

イ 検査場  阿蘇中央高等学校阿蘇校舎（集合場所は校内検査室） 

ウ 学力検査時間割 

３月１３日（金） 集合時刻 午前９時 

 教 科 開始時刻 終了時刻 検査時間（分） 

第１時限 国 語 ９：３０ １０：２０ ５０ 

休   憩 

第２時限 数 学 １０：４０ １１：３０ ５０ 

休   憩 

第３時限 英 語 １１：５０ １２：４０ ５０ 

エ 受検者の携帯品 

本検査に準じる。 

(6) 合格者の発表 

ア 発表の日は、令和８年（２０２６年）３月１７日（火）とする。 

イ 選抜結果については、令和８年（２０２６年）３月１７日（火）に、対象者と出

身中学校長に郵送で通知する。ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校

長又はその代理者に手交することができる。 

(7) 不合格者の取扱い 

不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人

宛て、親展にて返却するものとする。 
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Ⅲ 二次募集 

 

１ 実施学科及び募集人員 

合格者数が募集定員に満たない学科について、二次募集を実施する。 

募集人員は、募集定員から、前期（特色）選抜及び後期（一般）選抜の合格者数を減じ

た数とする。 

 

２ 出願資格 

後期（一般）選抜における学力検査を受検した者で、出願時において、本県の公立高等

学校に合格していない者とする。ただし、後期（一般）選抜で本校を受検した場合は、同

一学科に出願することはできない。 

 

３ 登録期間・納付期間・出願期間 

登録期間及び納付期間は、令和８年（２０２６年）３月１２日（木）午後１時から３月

１８日（水）午後４時までとする。 

出願期間は、令和８年（２０２６年）３月１３日（金）から３月１８日（水）午後４時

までとする。 

志願者が出願サイトへの所定事項の入力および入学者選抜手数料の支払いを行い、出

身中学校長が、中学校等専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。 

 

４ 出願手続・選抜等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。） 

「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」によるものとする。 

 

５ 選抜結果の通知等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。） 

  選抜結果については、令和８年（２０２６年）３月２４日（火）に、出願サイトを通

じて出願者に通知するとともに、中学校等専用サイトを通じて出身中学校長に通知する。 
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Ⅳ 県外からの出願手続 

 

１ 県外中学校出身者で本校に出願する者は、前期（特色）選抜においては、本要項４～

５ページのⅠ前期（特色）選抜６の(2)に示した必要書類等、後期（一般）選抜において

は、本要項８ページのⅡ後期（一般）選抜５の(2)に示した必要書類等を本校校長に提出

すること。 

２ 当該中学校長は、成績一覧表（様式７）については、熊本県教育委員会（熊本市中央

区水前寺６丁目１８番１号、熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課長宛て）及び本校

校長に各１部を前期（特色）選抜においては令和８年（２０２６年）１月２０日（火）

から１月２３日（金）までに、後期（一般）選抜においては令和８年（２０２６年）２月

２４日（火）から２月２６日（木）までに提出しなければならない。なお、様式につい

ては、当該教育事務所長等の証明が不要なため、熊本県教育委員会ホームページに掲載

される県外中学校出身者用の様式を使用すること。 

３ 出願に当たっての必要な書類は、本校校長に請求すること。 

 

 

Ⅴ 障がい等がある受検者への配慮事項 

 

１ 出身中学校長は、障がい等があるため、通常の方法により受検することが困難と認め

られる者が志願する場合には、すみやかに本校校長へ連絡すること。 

２ 本校校長は、障がい等があるため、通常の方法により受検することが困難と認められ

る者については、県教育委員会の承認を受けて、検査方法や検査場等について適切な措

置を講じるものとする。 

 

 

Ⅵ 海外帰国生徒等の取扱い 

 

１ 海外帰国生徒等への配慮事項 

(1) 出身中学校長は、海外帰国生徒、中国等帰国生徒及び外国人生徒で、特別の配慮が

必要と認められる者が志願する場合には、すみやかに本校校長へ連絡すること。 

(2) 本校校長は、海外帰国生徒、中国等帰国生徒及び外国人生徒で、特別の配慮が必要

と認められる者については、県教育委員会の承認を受けて、検査時間の延長など、検

査方法や検査場等について適切な措置を講じるものとする。 

 

２ 後期（一般）選抜における海外帰国生徒等の特別措置 

（※詳細については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」

によるものとする。） 

(1) 海外帰国生徒等で特別措置による受検を希望する者は、出身中学校長を経由して、

海外帰国生徒等の特別措置適用申請書（様式２２）を入学願とともに本校校長に提

出すること。 

(2) 本校校長は、上記申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、県教育委員会

の承認を受けて、特別措置を実施する。 
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Ⅶ 郵送による個人情報提供 

 

出願者の希望があれば、次のとおり、郵送による個人情報の提供を受けることができる。 

 

１ 提供する個人情報 

令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜におけ

る学力検査の教科別得点及び合計得点 

 

２ 提供を希望できる者 

上記１の学力検査の出願者本人 

 

３ 提供する期日等 

令和８年（２０２６年）３月２５日（水）から３月２７日（金）までの間に、本校から

本人宛て簡易書留にて発送する。 

 

４ 提供を希望する際の手続等 

個人情報の提供を希望する出願者は、提供希望願（様式２３）及び返信用封筒（長形３

号）を、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長

に提出すること。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとす

る。なお、返信用封筒には、出願者本人の郵便番号、住所、氏名を記入し、返信用切手

４６０円分（郵送料１１０円分及び簡易書留の料金３５０円分）を貼ること。 

 

５ 留意事項 

(1) 提供希望願（様式２３）の用紙は、中学校において作成すること。 

(2) 出身中学校長は、入学願及び提供希望願により、提供の希望の有無を確認すること。

さらに、返信用封筒の宛名が出願者本人であり、宛先が出願者本人の住所であることを

入学願により確認すること。また、切手の貼付の有無も確認すること。 
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